
様式第２号（第３条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 防犯ボランティア連絡協議会名簿 

行政機関等の名称 本庄市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市長部局 市民生活部 危機管理課・市長部局 市

民生活部 支所総務課 

個人情報ファイルの利用

目的 
防犯ボランティア連絡協議会に係る事務を行う。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 防犯ボランティア連絡協議会の登録団体代表者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）本庄市 総務部 行政管理課 

（所在地）〒367-8501 

     埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 



個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項

第２号 

（マニュアル処理フ

ァイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

備考  

 



様式第２号（第３条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
交通安全関係団体（本庄市交通安全母の会）運営事

務 

行政機関等の名称 本庄市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市長部局 市民生活部 危機管理課・市長部局 市

民生活部 支所総務課 

個人情報ファイルの利用

目的 

交通安全関係団体である、本庄市交通安全母の会会

員への会議や街頭啓発等の通知発送を行う。 

記録項目 １氏名、２住所、３電話番号 

記録範囲 団体会員 

記録情報の収集方法 
・本人 

・他の官公庁、民間・私人（本人の同意がある） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）本庄市 総務部 行政管理課 

（所在地）〒367-8501 

     埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 



訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項

第２号 

（マニュアル処理フ

ァイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

備考  

 



様式第２号（第３条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 交通指導員 運営事務 

行政機関等の名称 本庄市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市長部局 市民生活部 危機管理課・市長部局 市

民生活部 支所総務課 

個人情報ファイルの利用

目的 

本市の有償ボランティアである、本庄市交通指導員

への委嘱及び報酬支払、備品貸与、表彰推薦、通知

発送等の事務を行う。 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日等、４本籍・国籍、５

住所、６電話番号、７学業・学歴、８職業・職歴、

９資格、１０賞罰、１１口座番号、１２体格・体力、

１３写真、１４家族状況 

 

記録範囲 交通指導員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）本庄市 総務部 行政管理課 

（所在地）〒367-8501 

     埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 



個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項

第２号 

（マニュアル処理フ

ァイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

備考  

 



様式第２号（第３条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 消防団員名簿 

行政機関等の名称 本庄市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市長部局 市民生活部 危機管理課・市長部局 市

民生活部 支所総務課 

個人情報ファイルの利用

目的 

消防団員の氏名、住所、団歴等の管理及び把握を行

う。 

記録項目 
１氏名、２性別、３生年月日等、４住所、５電話番

号、６職業・職歴、７資格、８賞罰 

記録範囲 消防団員 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）本庄市 総務部 行政管理課 

（所在地）〒367-8501 

     埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 



個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項

第２号 

（マニュアル処理フ

ァイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

備考  

 



様式第２号（第３条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 自治会長名簿等情報ファイル 

行政機関等の名称 本庄市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市長部局 市民生活部 支所総務課・市長部局 市

民生活部 市民活動推進課 

個人情報ファイルの利用

目的 

自治会連合会運営、各自治会諸活動、補助金・交付

金等の振込み、各自治会への連絡・情報共有等に関

する事務を行う。 

記録項目 １氏名、２生年月日等、３住所、４電話番号 

記録範囲 自治会長 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）本庄市 総務部 行政管理課 

（所在地）〒367-8501 

     埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 



個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項

第２号 

（マニュアル処理フ

ァイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

備考  

 



様式第２号（第３条関係） 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 防火水槽賃借契約者一覧 

行政機関等の名称 本庄市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

市長部局 市民生活部 支所総務課 

個人情報ファイルの利用

目的 

防火水槽賃借契約者の管理、通知発送手続き、契約

更新及び賃借料支払い手続きに利用する。 

記録項目 
１氏名、２生年月日等、３住所、４電話番号、５口

座番号 

記録範囲 防火水槽賃貸借契約者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）本庄市 総務部 行政管理課 

（所在地）〒367-8501 

     埼玉県本庄市本庄３丁目５番３号 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 



個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 
□法第６０条第２項

第２号 

（マニュアル処理フ

ァイル） 

政令第２１条第７項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

備考  

 


